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１ 公募型プロポーザル方式による審査及び選定に関する説明書 

 ⑴ 本審査の目的 

    細街路対策指針に基づく道路位置指定制度の活用業務（以下「本業務」という。） 

   の受託候補者を選定するため，本審査を実施します。 

 

 ⑵ 本業務の目的及び内容 

    別添の業務委託仕様書のとおり 

 

 ⑶ 本業務の期間 

    委託契約日から平成２６年３月１４日までとする。 

 

 ⑶ 参加資格要件 

ア 本業務の受託を希望し，提案書を提出する事業者（以下「受託希望事業者」とい  

 う。）は，次の要件をすべて満たさなければなりません。 

 ① 京都市競争入札参加有資格者名簿に登載されていること。 

 ② 募集の開始の日から選定結果の通知の日までの期間に，京都市競争入札等取扱 

  要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれないこと。 

   ③ 当該業務と同種又は類似の業務について，受託実績があること。ただし，当該 

    業務のプロポーザルの公告の日前１０年以内に業務を完了したものに限る。 

   ④ 一級建築士又は技術士（建設部門）のいずれかの資格を有する者及び測量士の 

    資格を有する者を配置すること。また，資格者の中から，本件業務に関する統括 

    及び管理を行う管理技術者，管理技術者の下で技術上の管理を行う主任技術者， 

    主任技術者の下で担当業務を行う担当技術者を定め，配置技術者調書を提出する 

    こと。なお，配置技術者の兼務は不可とする。 

   ⑤ 団体若しくはその代表者が契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権 

    を得ない者でないこと。 

   ⑥ 代表者，役員又はその使用人が刑法第９６条の３又は第１９８条に違反する容 

    疑があったとして逮捕若しくは送検され，又は逮捕を経ないで公訴を提起された 

    日から２年を経過しない者でないこと。 

   ⑦ 団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条 

    又は第８条第１項第１号に違反するとして，公正取引委員会又は関係機関に認定 

    された日から２年を経過しない者でないこと。 

 ⑧ 団体又はその代表者が京都市暴力団排除条例第２条第３号から第５号に該当す 

  る者でないこと。 

 

   



 

  イ 業務の再委託 

   包括的な業務の再委託については認めない。個別の業務の再委託については，事前に京 

  都市と協議を行うこと。 

  ウ 秘密保持義務 

   業務に従事している者は，業務に際して知り得た秘密を他に漏らし，又は自己の利益の 

  ために利用してはならない。また，本業務が終了した後においても同様とする。 

  エ 個人情報の保護 

   個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。 

  オ 情報公開 

   業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じること。 

  カ 資料の取扱い  

京都市が提供する資料は，提案に関わる検討以外の目的で使用することを禁じる。 

また，この検討の目的の範囲内であっても，京都市の了承を得ることなく第三者に対し  

て，これを使用させ，又は内容を提示することを禁じる。 

 

⑸ 本業務の委託費用の上限 

    ４，２５０，０００円（ただし，消費税及び地方消費税を含む。） 

⑹ 申込み 

 ア 申込締切  平成２５年８月２１日（水）午後５時まで（必着） 

 イ 申込先   京都市都市計画局建築指導部建築指導課 

         〒６０４－８５７１  

         京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

         電話  ０７５－２２２－３６２０ 

         ＦＡＸ ０７５－２１２－３６５７ 

 ウ 申込方法  「細街路対策指針に基づく道路位置指定制度の活用」事業業務受託申

込書（第１号様式）を申込先に持参，郵送又はＦＡＸにより提出して

ください。ただし，ＦＡＸによる場合は，受信確認の電話を入れると

ともに，平成２５年８月２７日（火）午後５時まで（必着）に代表者

員印を押印した原本を持参又は郵送してください 

 

⑺ 提案書の提出 

 ア 提出締切  平成２５年８月２１日（水）午後５時まで（必着）  

 イ 提出先   京都市都市計画局建築指導部建築指導課 

         〒６０４－８５７１  

         京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

 ウ 提出方法  「細街路対策指針に基づく道路位置指定制度の活用」事業業務に関す 



 

        る提案書（第２号，第３号及び第４号様式）及び見積書（第５号様式） 

       を提出先に持参又は郵送してください。 

 エ 提出部数  提案書  ７部（添付資料を提出する場合も同部数） 

         見積書  １部 

 

⑻ 提案を求める事項 

 ア 受託希望金額 

 イ 業務実績 

 ウ 本業務を実施する場合の体制 

 エ 本業務に関する提案 

  ・業務の目的に沿った，ケーススタディ路線抽出条件・方法 

  ・業務の目的に沿った，ケーススタディ路線選出の基準 

  ・関係権利者等住民支援の手法 

  ・関係権利者の整理の手法（関係権利者が輻輳している場合の整理の手法等） 

  ・関係権利者の合理的な調査方法 

  ・土地所有権界の確定，道路線形の合理化等に関する提案 

  ・わかりやすく，活用される手引書（事例集）の体裁の提案 

 

⑼ 本審査に関する質問及び回答 

 ア 質問締切  平成２５年８月５日（月）午前１１時３０分まで（必着） 

 イ 提出先   京都市都市計画局建築指導部建築指導課 

         （担当 竹内，賀長，大本） 

 ウ 提出方法  質問内容を記載した書面（書式自由，質問者（法人の場合は法人名）， 

         連絡先記入）を提出先に持参，郵送又はＦＡＸにより提出してくださ 

         い。ただし，ＦＡＸによる場合は，受信確認の電話を入れてください。 

 エ 回  答  平成２５年８月１２日（月）午後５時３０分までに，京都市都市計 

         画局建築指導部建築指導課のホームページに掲載します。 

 オ 留意事項  書面によらない質問は受け付けません。 

 

⑽ 受託候補者の選定 

 ア 受託候補者選定委員会 

   受託候補者の選定に関する審査は，京都市都市計画局建築指導部内に設置する受託 

  候補者選定委員会が行います。同委員会は，以下の委員で構成します。 

  ① 都市計画局建築指導部長 

  ② 都市計画局建築指導部建築指導課長 

  ③ 都市計画局建築指導部建築指導課担当課長 



 

  ④  都市計画局建築指導部建築審査課長 

  ⑤  都市計画局建築指導部安全推進課長 

  ⑥  都市計画局都市企画部都市づくり推進課長 

 

 イ 評価方法 

   受託希望者から提出された提案書の内容について，下表に示す審査基準に基づいて 

  評価し，評価得点の高い順に順位を決定します。このうち第１順位の提案を行った提 

  案者を受託候補者として選定します。 

   ただし，受託候補者選定委員会が，本業務を実施しえる能力に満たないと判断した 

  場合，受託候補者を選定しないことがあります。 

  【審査基準】    

観点 評価のポイント 
配点 

（合計１００点） 

受託希望金額 ・受託希望金額は妥当か ８点 

本業務を実施

する場合の体

制 

・仕様書に定められた業務を安定的，的確，迅

速かつ誠実に実施できる人員体制か 

・これまでに本業務に類似あるいは関連する業 

 務を実施した実績があるか 

２８点 

本業務に関す

る提案 

・本業務の趣旨を的確に理解しているか 

・的確な調査企画し，実施する能力があるか 

・本業務に係る調査の企画や実施に関して，有

益な提案があるか 

・資料を迅速かつ的確に作成する能力があるか 

６４点 

 

⑾ 契約手続 

 ア 受託候補者への通知 

   受託候補者の選定後，速やかに，第１順位の提案を行った受託希望者に対して，受 

  託候補者として選定された旨を文書により通知します。 

 イ 契約締結の協議 

   受託候補者への通知後，速やかに契約締結の協議を行います。協議が整った際には， 

  速やかに契約を締結します。 

   なお，協議が整わなかった場合には，第２順位以下，順位の高い者から順に契約締 

  結の協議を行うこととします。 

 

⑿ その他留意事項 

 ア 提案書の作成に要する費用は，受託希望者の負担とします。 



 

 イ 提出された提案書は，返却しません。 

 ウ 提出された提案書について，京都市が受託希望者に無断で使用することはありませ 

  ん。 

 

２ 提案書作成要領 

 ⑴ 提案書は，「細街路対策指針に基づく道路位置指定制度の活用」事業業務受託候補 

  者選定実施要領の第２号様式，第３号様式及び第４号様式に基づき作成してください。 

 ⑵ 提案書の用紙の大きさは，添付資料を除いてＡ４版としてください。添付資料につ 

  いては，Ａ４版若しくはＡ３版としてください。 

 ⑶ 提出する提案書のうち，１部は簡易正本とし，他は製本せずにクリップ留め等とし 

  てください。 

 ⑷ 製本せずにクリップ留め等として提出する提案書本文及び添付資料には，社名を記 

  載しないでください。 

 ⑸ 提案書に記載すべき事項 

  ア 受託希望金額 

    消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。 

  イ 業務実績 

    本業務と同種又は類似の業務の受託実績について，発注者，年度，業務内容及び 

   受託金額等を記載してください。ただし，記載できる実績は，直近１０年以内のも 

   のを３件までとします。その実績が京都市におけるものか否かは問いません。 

   ※ 本業務と同種又は類似の業務の例 

     国，都道府県又は市町村の発注による以下の業務 

     ① まちづくり活動支援業務 

     ② 細街路対策に関する業務 

     ③ 密集市街地対策に関する業務 

     ④ 建築基準法上の道路調査に関する業務 

  ウ 業務を実施する場合の体制 

    本業務を実施する場合の実施責任者及び従事するすべての職員について，氏名， 

   経験年数，保有する資格及び主な経歴等を記載してください。 

  エ 業務に関する提案 

    位置指定制度を利用しての位置の指定に係り，円滑な申請のために，関係権利者 

   の承諾，沿道の建築物等の調査等で効率的な業務の進め方及び手引書作成に当たり 

   わかりやすくする工夫等について，貴社の考え方を提案してください。 

 


